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資料編。 

１。法令上の位置づけ。 

この計画は、「図書館法」第 7 条の２に基づく、「図書館の設置及び運営上の望ましい基

準」（文部科学省告示）に定める、「市町村立図書館における基本的運営方針及び事業計

画」です。 

また、北九州市立、図書館の運営に係る部分について、「視覚障害者等の読書環境の整

備の推進に関する法律（、通称、読書バリアフリー法）」の、第８条第１項に定める「地方公共団体

における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」 、の一部として位置づけ

ます。 

 

 

２。図書館を取り巻く状況。 

括弧（１）。図書館に関する法整備等。 

図書館に関する国や市の法令・計画等について、視点ごとに表(ひょう)形式で整理

しました。 

区分、 法令・計画名、 概要、の順にまとめています。 

区分１、北九州市の 

新たな 

ビジョン。 

北九州市基本構想・基本

計画（ 、令和６年、北九州

市）。 

○北九州市で最上位に位置づけられる計画。 

○北九州市が目指す都市像の実現に向けた「稼げるま

ち」、「彩りあるまち」、「安らぐまち」の 3 つの重点戦略。 

区分２、北九州市の 

教育プラン。 

北九州市こどもまんなか

教育プラン（ 、令和６年、

北九州市教育委員会）。 

○教育大綱で示された「こどもまんなかで質の高い教育

環境」の実現に向けて、学校が特色を持ち 、変革してい

くためのきっかけづくりとなる事業をまとめたもの。 

 安全で安心して過ごせる居場所 

 市民の学びを支える図書館の機能強化 

 多様な学びの場やサードプレイスの確保。 

区分３、こどもの 

読書活動 

推進。 

第五次「子どもの読書活

動の推進に関する基本

的な計画」（ 、令和５年、

文部科学省）。 

○すべての子どもたちが読書活動の恩恵を得られるよ

う、社会全体で子どもの読書活動を推進するもの。 

 学校や図書館、その他の関連団体の連携による子ど

もの読書活動の推進。 

 多様な子どもたちの読書機会の確保。 

 デジタル社会に対応した読書環境の整備。 

区分３、こどもの 

読書活動 

推進。 

第４次北九州市子ども読

書活動推進計画（＝ 、北

九州市子ども読書プラ

ン）（ 、令和３年、北九州

市教育委員会）。 

 

○「北九州市子ども読書活動推進条例」等に基づき、子

どもの読書活動推進のための目指す姿、取組みの方

向性、取組方針などを定めるもの。 
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区分４、バリア 

フリー。 

障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法

律（＝ 、障害者差別解消

法）（ 、平成２５年法律第

６５号）。 

○障害の有無によって分け隔てられることなく共生す

る社会の実現に資することを目的とし、障害を理由と

する差別の解消のための基本的な事項などについて

定めたもの。 

 不当な差別的取扱いの禁止。 

 合理的配慮の提供。 

 合理的配慮を的確に行うための環境の整備。 

 関係職員に対する研修、その他の環境整備。 

区分４、バリア 

フリー。 

視覚障害者等の読書環境

の整備の推進に関する

法律（＝ 、読書バリアフリ

ー法）（ 、令和元年法律第

４９号）。 

○障害の有無に関わらず、すべての人が読書による文

字・活字文化の恩恵を受けられるようにするもの。 

 アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブル

な書籍の継続的な提供。 

 アクセシブルな書籍等の量的拡充・質の向上。 

 視覚に障害のある人等の種類・程度に応じた配慮。 

区分４、バリア 

フリー。 

北九州市障害者支援計画

（、令和６年、北九州市）。 

○障害のある人にかかる、生活支援、保健・医療、教育、

就労、安全安心等の、施策を総合的に推進するための

基本計画。 

 文化芸術、余暇、レクリエーション活動の充実に向け

た社会環境の整備。 

 多様な生涯学習の充実。 

区分５、デジタル化 

社会。 

デジタル社会の実現に向

けた重点計画（ 、 令和６

年、デジタル庁）。 

○「誰一人として取り残されない、人に優しいデジタル

化」を目指すもの。 

 医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化。 

 デジタル化による地域の活性化。 

区分５、デジタル化 

社会。 

著作権法の一部を改正す

る法律（ 、令和３年法律

第 52 号）。 

○各図書館等による図書館資料の複写物を電子化し、

メール送信する、いわゆる公衆送信について、一定条

件の下、可能とするもの。 

区分６、社会教育 

施 設 と し て

の図書館。 

人口減少時代の新しい地

域づくりに向けた社会

教育の振興方策につい

て（答申）（ 、平成３０年、

中央教育審議会）。 

○多様化・複雑化する社会とその課題へ対応するため、

図書館をはじめとした社会教育施設を、「住民主体の地

域づくり、持続可能な共生社会の構築に向けた幅広い

取組や、行政をはじめとした地域の幅広い情報の発信

拠点」、としても位置付けるもの。 

 図書館には地域の学習拠点としての役割に加え多部

局と連携した個人のスキルアップや就業等の支援、

住民のニーズに対応できる情報拠点としての役割も

期待されている。 
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区分６、社会教育 

施 設 と し て

の図書館。 

北九州市生涯学習推進計

画 、 “ 学 び と 活 動 の 環

(わ)”推進プラン（ 、令和

３年、北九州市）。 

○市民一人一人の自己実現や、学習した成果を活動に

活かす自主的・主体的な学習活動を支援し、循環型 、生

涯学習、社会づくりを目指すためのもの。 

区分７、「居場所」 

としての 

図書館。 

こどもの居場所づくりに

関する指針（ 、令和５年、

こども家庭庁）。 

○こどもの居場所づくりを目的とし、地方自治体や学

校、社会教育施設に一定の考え方を示すもの。 

 図書館を含む既存の施設やボランティア等を地域資

源として活用し、多様なこどもの居場所づくりを進め

る。 

区分８、持続可能な 

図書館運営。 

北九州市公共施設マネジ

メント実行計画（ 、平成２

８年、北九州市）。 

○真に必要な公共施設を安全に保有し続けることがで

きる運営体制を確立していくことを目的とし、公共施

設の集約に関する考え方や具体的な取組みの進め方

などを示すもの。 

 図書館の分館は、地区図書館等の整備状況や人口動

態、利用実態等の推移をみながら縮減していくこと

とする。 

（図書館に関する法令・計画等についての説明は以上です。） 

括弧（２）。北九州市の状況。 

北九州市の人口は昭和５４年の１０６万８千人をピークに減少が続き、令和５年１０

月時点では９１万６千人となっています。そのうち、６５歳以上の高齢者が令和５年４

月時点で総人口の約３１％を占め、政令市の中で最も高齢化が進んでいます。さらに、

出生率は平成２２年以降、過去最低を更新し続けるなど、少子高齢化の状況にありま

す。一方で、総人口における転入者数から転出者数を引いたマイナス幅は改善傾向に

あります。  

総人口は減少傾向にありますが、市内に住む外国人の数については、年々増加傾向

にあります。令和４年度末時点の外国人市民の数は約１．４万人で、北九州市の総人口

の約１．５%を占めています。近年では多国籍化も進み、約１００の国や地域にゆかり

のある外国人が北九州市に住んでいます。また、在留目的についても永住、留学、技

能実習など多様化が進んでいます。 
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３。北九州市立図書館について。 

括弧（１）。概要。 

北九州市では、令和６年現在、各区に中央図書館、子ども図書館、６地区館及び６分

館の全１４館を配置しています。そのうち、小倉北区にある中央図書館を全１４館の中

核拠点、また、同じく小倉北区にある子ども図書館を児童室の中核拠点とし、市内全

域で図書館サービスが利用できるよう、図

書館ネットワークを構築しています。 

中央図書館と子ども図書館を除く１２館

では、指定管理者制度を導入し、専門的な

ノウハウをもつ指定管理者による運営を行

っています。 

また、それぞれの館(かん)は立地特性等

も考慮した役割や資料収集テーマをもち、

それに沿って資料購入等を行っています。 

 

括弧（２）。利用状況。 

貸出者数や貸出冊数は、平成３０年に新たに小倉南図書館と子ども図書館が開館し

たこともあり、増加しました。その後、令和２年度から令和４年度までのコロナ禍で、臨

時休館や開館時間の短縮などが行われたため、大きく落ち込みました。令和３年度か

らは回復傾向にあるものの、コロナ禍以前の状況には戻っていないのが現状です。 

なお、貸出者一人あたりの貸出冊数は３．８から４．０冊程度となっており、ここ１０

年間で大きな変化は見られません。 

 

 

４。参考にした調査結果等。（本、計画の策定にあたり、参考にした調査とその結果について説明します。） 

括弧（１）。「これからの図書館のあり方」に関するアンケート結果。 

図書館の利用実態や市民の要望等を把握するため、アンケートを実施しました。結

果の詳細は「『これからの図書館のあり方』に関するアンケート報告書」（別冊）のとおり 

     です。（次に、実施概要と結果について説明します。）  
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中央図書館・子ども図書館・地区図書館の特徴 

館 名 館の役割や資料収集テーマ 

中央図書館 全１４館の中核拠点 

子ども図書館 児童室の中核拠点、学校図書館の支援 

地

区

図

書

館 

門司図書館 海洋、港、観光、レトロ 

小倉南図書館 障害福祉、子育て、教育支援 

若松図書館 火野葦平文庫、環境問題 

八幡図書館 IT、国際化、高齢化社会、鉄 

八幡西図書館 産業技術、学術研究、長崎街道 

戸畑図書館 若山牧水、芸術（特に美術） 
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ア  。実施概要。 

「これからの図書館のあり方」に関するアンケートは、一般市民、図書館利用者、中高生、小学生を実施の対象としました。 

「一般市民」は、住民票から無作為抽出した１８歳以上の北九州市民で、６９２人の有効回答を得ることができました。 

「図書館利用者」は、調査期間に市立図書館１４館へ来館した利用者で、８２２人の有効回答を得ました。 

「中高生」は、市立(いちりつ)中学校に通う中学３年生３９３人と、市内の高等学校に通う高校３年生５５８人のことです。 

「小学生」とは、市立(いちりつ)小学校に通う小学６年生６０６人のことです。 

アンケートの実施期間は、令和５年８月から９月の間で、郵送、窓口提出、Web 回答フォームなどの方法で回答を集めま

した。設問数は、一般市民と図書館利用者、中高生は２０問で、小学生については、回答の負担などを考慮し、質問数を１０

問に減らすとともに、表現を平易なものに変更して実施しました。 

また、一般市民、中高生、小学生の区分の回答者の中には、図書館を利用する人も含まれています。 

 

 

 

イ  。結果概要、（一部抜粋）。 

 読書習慣について。 

[一般市民]は、約半数の人がひ

と月(つき)に 1～3 冊、本を読

む一方で、３人に１人が全く本

を読まない。ということが分かりました。 

[２０歳代]は、ひと月(つき)に全

く本を読まない人が約半数。

ということが分かりました。 

 

 図書館の利用について。 

[中高生]は、図書館を「ほとんど

利用しない」または「全く利用

しない」人の割合が、60％以

上。だということが分かりました。 

[２０歳代]は、図書館を「ほとんど

利用しない」、または「全く利

用しない」人の割合が70％以

上 で。他の年代と比べ、本を読

むときに電子書籍を購入する

方法をとる人が多い。ことが分かりました。 

[３０歳代]は、図書館の利用頻度

が２０歳代までの人より上が

る傾向。にありました。 
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ひと月に読む本の冊数（一般市民）

１0冊以上 ７～９冊 ４～６冊

１～３冊 ０冊（読まない） 無回答
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中高生
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うち２０歳代

(45人)

うち３０歳代

(68人)

一般市民
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市立図書館の利用頻度

ほぼ毎日 週に１～３回程度 月に１～３回程度

年に数回程度 ほとんど利用しない 全く利用しない

無回答

区分 対象 回答者数 期間 回収方法 設問数 

一般市民 １８歳以上の北九州市民 ６９２人 

令和５年 

８月～９月 

郵送または 

Web フォーム 
２０問 

図書館利用者 市立図書館（１４館）の利用者 ８２２人 
窓口提出または

Web フォーム 
２０問 

中高生 
市内在学の中学校  ３年生 

市内在学の高等学校３年生 

３９３人 

５５８人 Web フォーム 
２０問 

小学生 市内在学の小学校  ６年生 ６０６人 １０問 

※「一般市民」及び「中高生」、「小学生」には、図書館を利用する人も含まれる。 

※小学生対象のアンケートは質問数を減らし、表現を平易なものに変更して実施。 
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 図書館の利用の仕方について。 

[大人（ 、 つ ま り一般市民と図書館利用

者）]は、本などを借りたり返

したりするために来館する人

が 多 く 、 特 に [ 利 用 者 ] は

80%近くが本を借りるため

に来館している。ということがわかりました。 

[こども（ 、 つ ま り中高生と小学生）]は、

半数以上が図書館で本を読む

ために来館している。ということがわかりました。 

また、[中高生]は学習室を利

用する人も多い。という結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 図書館を利用しない理由について。 

[中高生]は、他の年代と比べ、

「本や図書館に興味がない」、

「読みたい本がない」などの回

答が多い。という結果となりました。 

一般市民の[20 歳代]も、中

高生と同様の傾向。にありました。 
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37.6

33.3

26.1

21.2

16.4

15.3

11.8

9.9

10.8

28.5

37.0

14.9

19.1

37.3

8.9

17.8

2.3

1.7

0 10 20 30 40

借りたり、返したりするのが面倒

図書館に行く時間（暇）がない

インターネットを利用して調べ物を

しているので行く必要がない
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一般市民（372人) 中高生（606人）


